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１．池田市バリアフリーマスタープランについて
計画策定の背景と目的

計画の位置づけ

池田市バリアフリー
マスタープラン

池田市都市計画
マスタープラン

池田市立地適正化計画

池 田 市 総 合 計 画

池田市障害者計画
池田市障害者福祉計画
池田市障害児福祉計画

池田市地域福祉計画

池田市高齢者福祉計画
・介護保険事業計画

池田市子ども・子育て
支援事業計画

池田市新環境基本計画

池田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

池田市住宅マスタープラン
池田市国民保護計画

その他市関連計画

調和

連携・整合

3,389 3,471 3,428 3,340 3,380 3,363 3,227 

575 607 621 652 652 709 737 

646 693 784 838 882 906 907 
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2.池田市のバリアフリーを取り巻く環境

本市においては、平成18（2006）年3月に、池田市バリアフリー基本構想を策定し、道路・旅客施設等のバリアフリー化や、心のバリア
フリーなどについて取り組んできました。
しかし、社会情勢の変化とともに、建物も含めたバリアフリー化の推進や、中長期的にバリアフリー化を図るべき区域の再検討、身体障が
い者だけでなく精神障がい者や妊産婦、外国人など対象者の多様化などが求められるようになり、近年、障がい者等を取り巻く環境が大き
く変化しています。
これらを受け、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が平成30（2018）年５月に改正され、バリアフリーのまちづく
りに向けた地域における取組強化の一つとして、市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度が創設されたことを受け、このたび、本
市におけるバリアフリーのまちづくりに向けた方針を示すため、「池田市バリアフリーマスタープラン」を策定することとしました。

本計画は、バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針（以
下「マスタープラン」という。）であり、市全体のバリアフリーに関する
方針を明確にし、考え方を共有するために作成するものです。
マスタープランは、都市計画等との調和を保つ必要があり、また、
具体事業の調整が可能な地区においては、重点整備地区として
バリアフリー基本構想の策定に繋げていくものです。
加えて、総合計画や、福祉、子育て、環境、防災等の計画など、
多様な分野と連携・整合した計画として位置づけます。
計画期間
立地適正化計画と同じく2040年とし、概ね5年ごとに評価を行い、
必要に応じて計画の見直し等を行うこととします。

各障がい者手帳所持者の推移

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者
保健福祉手帳

65歳以上

15~64歳

15歳未満

高齢者の状況

②市内各箇所
⇒活動エリアまでの安全な
移動手段の確保

＜対応の方向＞
・道路の改善
例：歩きやすく、広い歩道空間、視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置・接続、交差点の安全な運用、個別の問
題箇所への対応

・公共交通施設の改善
例：バス車両の乗りやすさ、駅内の案内、移動しやすさ

ホームドア等の安全確保
・公園、学校その他公共施設・民間施設の改善
例：段差解消、誘導機能確保
・情報発信
例：情報発信、案内の充実

＜自宅からの移動の困りごと＞
○身体障がい者
⇒電車、バス等に遠慮
⇒福祉バスが使いにくい
○視覚障がい者
⇒視覚障害者誘導用ブロックの不備
○高齢者
⇒バスの本数が少ない
○妊産婦
⇒バスの本数が少ない、ベビーカーで

大変なため遠慮
⇒タクシーの乗車がしにくい
⇒福祉バスを利用できることを知らな

い
⇒自宅周りの道路も危険（進入車

両等）

＜対応の方向＞
・公共交通の利用しやすさの向上
・車いすやバス停まで歩くのが難し
い人でも移動できる手段・環境
の整備
・各地域の生活道路における安
全・円滑性の向上
・災害発生時における避難所等へ
の移動円滑性の確保

①多くの人が集まるエリア（移動等円滑
化促進地区・生活関連施設周り）

⇒安全で移動等しやすい環境の確保

①池田駅周辺地区
（約106ha）

②石橋阪大前駅周辺地区
（約74ha）

③伏尾台地区
（約67ha）

④呉羽の里地区
（約27ha）

⑤敬老の里地区
（約30ha）

池田市内におけるバリアフリー化の状況や、当事者の意見等を踏まえ、効率的・効果的に対応するため、マスタープランにおいては、以下
の観点・考え方により対応を進めます。

▼移動等円滑化促進地区の位置

観点① 多くの人が集まるエリア（移動等円滑化促進地区・生活関連施設周り）内における、安全で移動等しやすい環境の確保
観点② 市内各箇所から、活動エリアまでの安全な移動手段の確保

3.池田市バリアフリーマスタープランの基本的な考え方

ユニバーサルデザインと相互理解を推進し、共生社会とダイバーシティを実現するまち
～地域の多様な人材、活動を生かしてお互いが理解を深めながら関わりあうことができ、暮らして、訪れて“おもしろい”まちに～

めざす
姿

SDGsにも

対象
身体障がい者 知的障がい者

精神障がい者
発達障がい者

高齢者
子育て世代

外国人

バリアの
解消

様々な機会の活用、創出による
コミュニケーションや交流の拡大

一人ひとりが自立して、気がねなく
出かけられる状況、文化づくり

様々な特徴を持つ人が（災害時なども含めて）
安全に移動・活動できる環境の確保

（主に物理的な整備）

その他

ユーザー目線
の活動しやす
さの向上

活動の目的や
楽しさの創出

４．移動等円滑化促進地区の設定

5.移動等円滑化の促進に向けた取組

＜移動環境についての困りごと＞
○身体障がい者
⇒狭い道路、段差・がたつき
⇒階段でしか登れない箇所
○視覚障がい者
⇒視覚障害者誘導用ブロックの不備、

交差点・障害物
⇒施設の入口、施設内の誘導
⇒駅のホームの安全（転落等）
○知的・精神・発達障がい者
⇒人の集まる場所、音、介助トイレ
○高齢者
⇒狭い道路、段差・がたつき
○妊産婦
⇒狭い道路、段差・がたつき
⇒バスの狭さ、駅エレベーターわかりにくい

6.届出制度 7.進め方と推進・評価体制について
以上の取組を進めるためには、行政だけでなく、交通事業者や施設管理者、
市民・当事者等の関係各者が議論を深めながら、一つひとつの整備やしくみづ
くり、機会創出を進めていく必要があります。
そのため本市は、市民・当事者との連携を円滑に進めていけるよう、活動支
援組織等との連携・協力を図り、各者のコミュニケーションの場づくりや意見交
換、具体的な取組の整理を進めるとともに、施設や店舗・交通事業者、道路
管理者等への後押し等を行いながら進めることとします。

公共交通事業者又は道路管理者は、マスタープ
ランで設定される移動等円滑化促進区域内におい
て、生活関連施設である旅客施設や生活関連経
路の改良等にあたり、他の施設と接する部分（出
入口等）の構造の変更等を行う場合、行為着手
の30日前までに市へ届け出なければならないことと
されています。（バリアフリー法第24条の6）

取組方針1：道路や駅等において、当事者参画で確保すべき
機能・環境や各者の役割を明確化し、可能な整備を進める
(1)当事者参加による当面の具体的な取組内容の設定
(2)関連施策と連携した整備等の検討・調整
(3)関係機関等と連携したバリアフリーマップ等の作成・発信

取組方針2：必要に応じ、先進技術を活用した課題解決を図る
(1)情報通信技術等を活用した案内等の検討
(2)研究機関等と連携したツールの活用可能性検討

取組方針3：多様な市民や店舗・民間事業者、施設管理者等のコ
ミュニケーションを促し、相互理解やユニバーサルマナーの向上を図る
(1)交通や地域社会に関する教育機会を活かした啓発活動
(2)関連するイベント等を活かした市民や事業者等への発信、雰囲気づ
くり（共生社会ホストタウンとの連動等）

(3)支援組織等と連携した、地域内のコミュニケーションや相互理解の創
出・活性化（災害時等も含めて）

取組方針4：店舗・民間事業者、施設管理者等が分かりやすく
統合的な情報提供、相互連携をしやすい状況、仕組みづくり
(1)既往のツールを活用した取組状況の発信の仕組みづくり
(2)施設、店舗等による相互連携の推進

取組方針5：店舗や民間事業者、団体等による配慮や支援の
取組がメリット・やりがいとなるような後押しを行う
(1)店舗等への情報提供、学習機会の創出
(2)配慮の後押しとなる雰囲気づくり、仕組みの検討

取組方針6：地域や民間事業者等の既往の活動等の連携や
新たな取組の創出による、交流の場づくりの後押し、支援
(1)各種の支援活動等の情報収集・発信、連携強化の検討
(2)利便性が高く居場所となる交流拠点づくりの検討

取組方針7：当事者・利用者の意見、利用実態等を継続的に把
握し、環境整備や情報提供、連携創出等に適宜対応していく
(1)各種地域組織と連携した意見収集、意見交換のしくみづくり
(2)協議会を活用した継続的な評価、見直し等の推進


